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《今回の記事》  

 ・平成28年度 住宅用太陽光発電システム設置に関する補助について 

 ・平成28年度「やつしろ緑のカーテンコンテスト」応募者募集 

 ・生ごみの減量化に関する助成について 

『ごみ非常事態宣言』継続中 

市では平成２８年度も、住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助を行います。 

【補助金額】 
  上限５万円（太陽光モジュールの最大出力１kWあたり１万５千円） 
  ※市内業者と工事請負契約を締結した場合は、さらに定額３万円を上乗せ。 

【補助対象】 
  ・市内に居住または居住予定者の方で、自ら居住する住宅に新規に設置する 

   ものであること 

  ・世帯の全員に市税等の滞納がないこと など 

【注意事項】 
  ・市内業者とは、市内に本社や支店、営業所等がある事業者のことです。 

  ・工事着工前の申請が必要です。着工後に申請されても補助対象となりません。 

  ・申請書類等については、市ホームページに掲載しています。 

【お問合せ先】 八代市環境課 TEL ３３－４１１４ 

平成28年度 住宅用太陽光発電システム設置に関する補助について 

平成28年度「やつしろ緑のカーテンコンテスト」応募者募集 
 市では、地球温暖化対策の一つとして、緑のカーテンの普及を図り、楽しみながら夏の省エネ

ルギーを促進するため「やつしろ緑のカーテンコンテスト」を実施します。 

 参加賞もあります。みなさまのご応募をお待ちしています！ 

○市民部門 … 一般住宅、アパート、マンション等で取り組まれた個人 

 ・最優秀賞（賞状ならびに商品券１万円分）１点 

 ・優秀賞（賞状ならびに商品券５千円分） ２点  ・入賞（賞状ならびに商品券２千円分）数点 

○学校部門 … 市内保育園・幼稚園、小・中・特別支援学校、高校、高専、短大等 

 ・最優秀賞（賞状ならびに副賞）１点  ・優秀賞（賞状ならびに副賞）２点 

○団体部門 … その他、工場・事業所等 

 ・最優秀賞（賞状ならびに副賞）１点  ・優秀賞（賞状ならびに副賞）２点 

 平成２８年９月２３日(金)(必着)   
 応募用紙に必要事項を記入し、写真３枚を添えて、 八代市環境課へ持参、郵送または電子メールに

より提出してください。 ※ 応募要領をよくご覧のうえご応募ください。 

応募部門 

応募方法 

【お問合せ先】 八代市環境課 TEL 33-4114 ／ E-ma i l  kankyo@city.yatsushiro.lg.jp 

※ 応募要領・応募用紙は、市ホームページのほか、環境課、支所、公民館等で配布しています 



 八代市では、毎月第1日曜日を「やつしろ環境の日」、毎月25日を「ライトダウンの日」とし

ています。環境にやさしい暮らしを、できることからはじめてみませんか。 

●きれいな空気や水を守りましょう 
 □ 廃⾷⽤油や調理くずを排⽔⼝に流さないようにしましょう。 
 □ ⾃動⾞を運転する際は、エコドライブを⾏い、排出ガスを抑制しましょう。 

広げよう！環境⾏動の輪  「人と⾃然が調和するまち やつしろ」をめざして 

生ごみの減量化に関する助成について 

 ・ 助成金額 購入単価の２分の１（上限30,000円） 

 ・ 助成基数 １世帯あたり、５年間のうちに１機まで 

   ※ 購入する前に廃棄物対策課への登録申込（電話での申込可）が必要です。 

     申請後、廃棄物対策課職員が設置確認を行います。 

 ・ 助成金額 購入単価の２分の１（上限１基につき3,000円） 

 ・ 助成基数 １世帯あたり、１年間のうちに計３基まで 

  ※ 助成金交付申請書は、廃棄物対策課にあります。また、市ホームページでダウンロードできるほか、環境課、 

  支所、出張所にもあります。申請書の受付は、廃棄物対策課、環境課、支所、出張所で行っております。 

【お問合せ・登録申込先】 八代市廃棄物対策課（清掃センター内） TEL ３４－１９９７ 

  粉じんのばく露防⽌について（熊本県からのお知らせ） 
    平成２８年熊本地震では、多くの建築物等が被害にあっています。災害現場では粉じん 

   が発生しやすくなっており、また、スレート、石膏ボード、天井板等の建材の中にはアス 

   ベストが使用されている可能性があるものもあります。健康への悪影響を防ぐために、必 

   要に応じて防じんマスクを使用されるなどの対策をお願いします。 

  【粉じんに対する注意が必要な状況・作業等】 
    １ 住居周辺で解体等工事が行われており、粉じんが飛散する恐れがある場合。 

    ２ 一部倒壊した建物の屋内あるいはその周辺で作業を行う場合。 

    ３ がれき等の移動や撤去を行う場合。 

  【粉じん暴露防止のための対策方法】 
    １ がれき等の移動や撤去の際は、できるだけ散水を行い、粉じんの発生を防ぐ。 

    ２ 防じんマスクを装着して作業等を行う。 

  ※ 建築物等の解体工事を実施される際は、適切な飛散防止対策や専門の業者によるアスベストの除去作業 

   及び保健所への届出が必要となる場合があります。 

 市では平成28年度も、生ごみ堆肥化容器や電気式生ごみ処理機に対する助成を行っています。

本制度を活用していただき、家庭から出る「燃えるごみ」の約4割を占める「生ごみ」の減量化

にご協力ください。 

 また、八代市まちづくり出前講座として「段ボール箱を使った生ごみ堆肥化講座」を設けてい

ます。受講者が、概ね５名以上であればどなたでも申込みができますので、ご活用ください。  

【お問合せ先】 熊本県環境保全課 TEL ０９６-３３３-２２６９ 


